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本環境影響評価準備書は、「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 14 条第 1 項
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万分 1 地形図、電子地形図 25000 及び電子地形図 20 万を複製したものである。 

（承認番号 平 27 情複、 第 962 号） 

本書に掲載した地図を複製する場合には、国土地理院長の承認を得る必要がある。 
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